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１． 技能実習制度概要
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検査のポイント(監理団体）
実習実施者に対する指導状況
（監査の際に問題点を指摘できているか）

帳簿等の管理状況
（実習実施者管理簿、実習生管理簿、あっせん管理簿、講習記録、

外部監査、相談対応、管理費管理簿、監査関係、訪問指導…等）

事務所の要件
（広さ、独立性、プライバシーの確保など）



検査のポイント（実習実施者）
認定計画と齟齬がないか
・作業内容は適切か。
・労働基準法、労働安全衛生法等の法令が遵守され
ているか。宿舎の広さ、設備、費用は適切か。
・ハラスメントや暴力事案は無いか、技能実習生が
相談できる人・場所はあるか。



２． 技能実習生の保護
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人権侵害 法令の遵守

•労働基準法
•最低賃金法
•労働安全衛生法
•寄宿舎規則

法律の遵守はもとより、
労働条件の向上に努める。



人権侵害 私生活の侵害の防止

•暴力・暴言
•パスポート、在留カードの取上げ
•外出･外泊の厳しい制限
•外出時の訪問先、訪問相手、訪問相
手の所属、連絡先等、詳細を報告さ
せている

•門限等を一方的に定めている
•プライベート空間への監視カメラの
設置



人権侵害 不合理な差別

技能実習生であることを理由に
不当に賃金を低くしていないか。



技能実習生のための適切な
宿泊施設を確保していること。

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第１４条

‣ 宿泊施設を確保する場所

危険・有害な場所の付近には宿泊施設を設置しない

‣ ２階以上の寝室に寄宿する建物における設備

容易に屋外の安全な場所に通ずる階段等を設置する

‣ 適当かつ十分な消火設備

消火器等の設置する

‣ 寝室については、床の間・押入を除き、１人当たり４．５以㎡上を確保

実際の寸法と図面が違う場合があるので注意

‣ 個人別の私有物収納設備

鍵付きロッカー等

‣ 寝室に室面積の７分の１以上の有効採光面積を有する窓

改築した際に違反となる例が多い

‣ 採暖の設備を設ける

エアコン等の設置



技能実習生のための適切な
宿泊施設を確保していること。

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第１４条

‣ 就眠時間を異にする２組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする

交代制勤務への配慮

‣ 食堂や炊事場は照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を清潔に保管し、ハエその
他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置

壁、照明、換気扇、食器棚、網戸等の設置

‣ トイレ、洗面所、洗濯場、浴場、脱衣室の設置

一般的な機能を有するもの

‣ 設宿泊施設が労働基準法第１０章に規定する「事業の附属寄宿舎」に該当する場合は、
同章で定められた寄宿舎規則の届出等けること

寄宿舎規則を作成する際は、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数代表の同意をえること。

‣ その他

事業附属寄宿舎規定によって、廊下や階段の構造、トイレの数など様々な規制が定めら
れている。場合によっては耐火構造の建物であることが条件となることもある。



帰国旅費の負担
•帰国について、一時帰国（３号移行時ではない
自己都合によるもの）に該当しない途中帰国に
ついて、自己都合だから負担しなくてよいと勘
違いしている（？）案件が散見される。

•途中帰国については理由に関係なく監理団体・
実習実施者負担となるので誤解なきよう。
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３． 労働災害防止
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労働災害防止について

チェックリストの詳細は別添資料をご覧ください 21



労働災害防止について

チェックリストの詳細は別添資料⑨をご覧ください 22



実習生の労災等は監理団体に
て臨時監査
•監理団体は実習実施者が適正に技能実習を行っ
ているか監査等において監理する責任がありま
す。

•技能実習法令など法令違反はもちろん、人権侵
害行為、労働災害が発生した場合は、直ちに臨
時監査を行い、当該結果を臨時監査報告書にて
機構へ報告してください。
→暴力行為など緊急性が高い案件は２W以内、
その他は２か月以内に報告！
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４．転籍の運用の改善
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５．育成就労制度
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（令和６年３月１５日閣議決定）

出入国在留管理庁・厚生労働省

入管法・技能実習法の改正について
（育成就労制度の創設等）
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育成就労制度のポイント１
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•技能実習生→育成就労外国人
•監理団体→監理支援機関
•実習実施者→育成就労実施者（受入れ機関）
•外国人技能実習機構→外国人育成就労機構



育成就労制度のポイント２
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• 目的
技能実習→技能の移転、自国への持ち帰り。国

際貢献。
育成就労→特定技能１号の人材確保、人材育成。

• 制度
技能実習→１・２・３号、最長５年
育成就労→３年（試験不合格なら同一機関で

もう１年）
• 転籍制限の緩和
あり。分野ごとに１～２年で設定。技能本人意向
の転籍OK（検定基礎級、一定の日本語能力（分野
ごと）など要件）。



育成就労制度のポイント３
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•監理支援機関の適正監理
従来の選択制から、外部監査人設置を義務化。
受入れ機関の数に応じて職員数を設定。
→独立性、中立性の担保。
許可制（３年～、優良なら５年～）

•送出機関
二国間取決め（MOC）に原則限定（中国
は？）。
外国人の支払費用に基準、上限設定。



育成就労

制度見直しのイメージ図

現行制度 見直し後
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特定技能２号

技能実習２号

技能実習１号

技能実習３号

特定技能１号

特定技能２号

特定技能１号

・対象となる職種・分野の
不一致

・技能実習の職種の細分化
・「帰国」が制度上の原則

（注１）育成就労制度の受入れ対象分野は特定産業分野と原則一致させるが、
国内での育成になじまない分野は育成就労の対象外。

（注２）特定技能１号については、「試験ルート」での在留資格取得も可能。

（注３）永住許可につながる場合があるところ、永住許可の要件を一層明確化し、
当該要件を満たさなくなった場合等を永住の在留資格取消事由として追加する。

・転籍の制限
・技能実習生の失踪問題等

・転籍の制限緩和（注４）
・ブローカー対策等も適切に

・対象となる職種 ・ 分野が
原則一致（注１）

・業務を拡大、特定技能１
号
水準の人材を育成

・地域に根付き共生できる
制度に

→ 長期間産業を支える人
材
を確保。

・キャリアアップの道筋を明確化
・労働者として適切に権利保護
・関係機関の要件等を適正化

→ 魅力ある制度で「選ばれる国」へ。

（注４）転籍の制限緩和の内容

○ 「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化するとともに、
手続を柔軟化。

○ 以下を要件に、同一業務区分内での本人意向による転籍を認める。
・ 同一機関での就労が１～２年（分野ごとに設定）を超えている
・ 技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格
・ 転籍先が、適切と認められる一定の要件を満たす

２

（注２）

（注２）

・キャリアパスが不明瞭
・労働者として権利保護不十分
・不適正な送出／受入れ／監理事例
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出入国在留管理庁HPを確認！
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•「育成就労制度の概要」を確認！
•「育成就労制度・特定技能制度Ｑ＆
Ａ」を確認！
→技能実習制度から育成就労制度への経過措置
など、知りたいことが分かる。



ご清聴ありがとうございま
した。
皆様方と外国人の皆様のご
健勝を祈念いたします。

外国人技能実習機構熊本支所
指導課 児玉 啓
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